
 

 
事 務 連 絡  

令和６年８月５日 

 

各都道府県防災主管部（局）  御中 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（避難生活担当） 

 

 

災害時における入浴支援の実施に向けた連携の強化について 

 

 

 平素より防災行政の推進にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

内閣府では、災害が発生した場合における避難所の良好な生活環境の確保に向け、「避難

所運営ガイドライン」（平成 28年４月（令和４年４月改定）内閣府（防災担当））等を作成

し、適切な避難所運営を行っていただくよう依頼してきたところです。当該ガイドラインに

おいては、入浴は体を清潔にし、ストレス解消にも効果があることから、既存の入浴施設の

活用等、状況に応じて適切な対応を検討するようお願いしております。 

避難所における避難者の入浴機会の確保にあたっては、平時から自治体と民間の入浴施設

事業者が緊密に連携しておくことも有効な手段の一つとなります。実際に、県と生活衛生同

業組合との間で災害時の入浴支援の提供に関する協定を締結した例（別添１）や、事前の協

定は締結していないものの、日頃から情報共有していたことが、災害時における円滑な入浴

支援の実現につながった例（別添２）があります。 

つきましては、こうした事例も参考にしつつ、各自治体において、避難所における避難者

の入浴機会の確保のため、協定の締結等による入浴施設事業者との連携の強化について検討

を進めていただきますようお願いいたします。なお、都道府県におかれましては、市町村の

みでは必要な施設数の確保といった対応が困難な場合も想定されるので、都道府県単位での

協定締結を検討ください。 

また、災害救助法が適用されている場合、避難所における避難者に入浴機会を提供するた

めの入浴施設の入浴料については、災害救助法による国庫負担の対象となります。 

管内各市町村の防災主管部局に対しても、本事務連絡の内容について周知していただきま

すようお願いいたします。 

 

  
【本件問合せ先】 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（避難生活担当）付 

 鈴木・藤川・前原・坂本 

TEL：03-3501-5191（直通） 



 

 

県と生活衛生同業組合との間で災害時の入浴支援の

提供に関する協定を締結した例（愛媛県のホームページよ

り抜粋） 

別添１ 



  



 

 

事前の協定は締結していないものの、日頃から情報

共有していたことが、災害時における円滑な入浴支

援の実現につながった例（「避難所における生活環境の改善お

よび新型コロナウイルス感染症対策等の取組事例集」（内閣府防災）

より抜粋） 

別添２ 


